
課税証明書発行依頼 

 

各市町村窓口担当者様 

 

高等学校等就学支援金の対象要件確認を行うため、「市町村民税の課

税所得額（課税標準額）」、「総所得金額等」、「市町村民税の調整控除

額」及び「扶養親族数」が記載された令和６年度分の課税証明書の発

行をお願い致します。 

当該項目が記載された課税証明書の発行が難しい場合は、お手数で

すが、本紙裏面の「高等学校等就学支援金に係る課税証明書（補足）」

（別紙２）に必要事項を記載の上、押印したものを交付してくださる

ようお願い致します。 

なお、本依頼については、令和 2 年 4 月 20 日付 2 私第 246 号及び 2

教財第 67 号「高等学校等就学支援金の対象要件確認に係る市町村民税

情報の提供の円滑化に関する協力依頼について」にて依頼している内

容となります。 

 

 

問合せ先：福岡県立早良高等学校 事務室 

 電話：０９２-８０４-６６００ 



 

（別紙２） 

        殿 
（氏名） 

 

高等学校等就学支援金に係る課税証明書（補足） 

高等学校等就学支援金の支給に関する法律その他の関係法令に基づき実施され

る、高等学校等就学支援金の支給に関して、その申込等の手続きのため照会があっ

た事項のうち、添付の課税証明書等に記載のない以下の事項（マイナンバー制度に

おいて情報連携を行うデータ項目等を定めた「データ標準レイアウト様式 B-002

（地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若

しくはその算定の基礎となる事項に関する情報）」における定義によるものとしま

す。）については、下記の通りです。 

 

令和６年度（令和５年分）の所得等 

 

 課税所得額（課税標準額）       円 
※ 課税総所得金額やその他の課税所得金額が課税証明書に記載されており、これらを合計すること

により課税所得額（課税標準額）が分かる場合には記載の必要はありません。 

 

 総所得金額等             円 
 

 扶養親族の合計数        人（※同一生計配偶者を含む） 

（内数）１６歳未満の扶養親族数      人 

（税額控除 内訳） 

 調整控除の額              円 
  ※市町村民税相当分  

 

 

日付   令和  年  月  日 

市区町村名            

担当部局課名           

 


